
2006年に施行されたばかりの障害者自立支援

法が，早くも廃止の方向で検討されている。2009

年12月，内閣に障がい者制度改革推進本部が設

置され，同本部の下で開催されている障がい者制

度改革推進会議が取りまとめた第一次意見をもと

に2010年6月，「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向について」が閣議決定された。これ

により，障害者自立支援法の廃止と，それに代わ

る新たな「障害者総合福祉法」の施行を2013年8

月までに行うという方向性が示されたわけである

が，こうした障害者制度の混乱の背景には，制度

に関わる当事者である利用者や事業者からの批判

があった。その中でもまず挙げられるものの一つ

が「応益負担」（定率負担）であろう。しかしな

がら，給付抑制のために設けられたこの「応益負

担」は，サービス利用者の激しい反発をうけて複

雑な減免が実施されたことにより，もはやその実

態は「定率負担」の体をなしていない〔岡部

（2008），p.186〕。従って，本稿は，障害者自立

支援法には応益負担（定率負担）以外にも包含す

る課題があると考え，特に，新体系へ移行するに

あたって必要となる「地域移行」における課題に

焦点を当てて考察する。障害者自立支援法は廃止

になるとはいえ，今後，制度を規定する障害者総

合福祉法の条文作成が行われるに際して，障害者

自立支援法が抱えた課題を検討しておくことは必

要な作業である。

分析にあたり，まずは障害者自立支援法が理念

とした「地域移行」の概念について，施設批判に

遡って概観しておこう。Goffman（1961）は，

施設を「多数の類似の境遇にある個々人が，一緒

に，相当期間にわたって，閉鎖的で形式的に管理

された日常生活を送らされている場所」と捉え，

施設に入所すると，それまで当然であった生活様

式や習慣を剥奪され，厳格な生活日課に従わねば

ならなくなり，それらに抵抗すると，外出などの

許可が得られなくなることを通じて，入所者個人

の自己は無力化されると述べた。そうした施設の

惨状に対して，Nirje,B.（1969a）は，人間性を

無視し，人間の尊厳を否定するものと批判し，

「知的障害者の日常生活様式や条件を，社会の普

通の環境や生活方法にできるだけ近づけること」

の必要性をノーマライゼーションの原理としてま

とめた。そこでは，障害の程度にかかわらず全て

の知的障害者が，「食事や就寝時間等の一日の生

活リズム，住んでいる所とは別の場所で行われる

日課や余暇活動，旅行，発達的経験をする機会，

発言権，異性のいる生活，小遣いを含む経済的保

障，施設の規模・場所等」の提供を，できるだけ

一般の人々と同じように受けるべきであることが

主張された。

Nirje,B.（1969b）のノーマライゼーション

の原理は，施設サービスを批判したが，施設の存

在そのものを否定するものではなかった。しかし，

1970年代以降，北欧，米国，英国において，地

域サービスが充実するにつれて多くの施設入所者

が施設を出るようになり，閉鎖となる施設も出始

め，施設閉鎖を前提として脱施設化が展開される

事例が見られるようになった〔Manselland
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Ericsson.（1996=2000），pp.1-13〕。

他方で，このような脱施設化には，慎重論も存

在した。施設規模が知的障害者の日常生活活動に

影響を与える決定的要因であるとは言い難いと述

べるLandesman-Dwyeretal.（1980）の研究

や，施設に入所しているか否かは，知的障害者の

不適応行動と関係しないと結論付けたEymanet

al.（1981）の研究等が提出されている。また，

Landesman-Dwyer（1981）による，政策が無

計画であれば地域生活は失敗となるといった指摘

もある。以上のような，脱施設化・地域移行に対

する慎重論に対して，地域移行を進めるのに有効

な考え方が登場した。「障害の社会モデル」を基

本概念として展開された障害学である。Oliver,

M.（1990）の社会モデルによると，「障害」は，

「機能的制約（インペアメントと呼ばれる）」と，

「社会によってつくられた障壁や差別による活動

の制約（ディスアビリティと呼ばれる）」に分割

される。この社会モデルの考え方を使用すると，

インペアメントを持っていても，社会システムが

整備されていたならば，ディスアビリティは生じ

ないと言うことができる。すなわち，社会システ

ムを整備することによって，インペアメントを持

つ者でも本人が望むならば，地域に出ていけるの

である。従って，Goffmanのいう，管理された

日課等に拘束される施設に入所していることを人

権侵害と感じ，地域に出て暮らしたいと入所者が

望んでいるならば，そうできるように社会システ

ムを整備すべき，ということになる。

しかしながら，地域移行の理念を掲げた障害者

自立支援法は混乱した。それは，障害学が主張す

る社会システムの整備が不十分だったからであろ

う。すなわち，地域に出た後の入居先確保，家主

の理解，家賃の発生，サービス提供主体が運営を

維持できる報酬収入など，地域移行に伴って発生

する課題を抱えたまま，性急に進めようとしたこ

とに問題があったと考える。

本稿は，地域移行を進めるために解決しておか

ねばならないこれらの課題について，対応策を提

示することを目的としている。障害者自立支援法

が抱える課題のうち，新体系移行に着目したもの

として，近年の先行研究では，山口（2007），柴

田（2007），廣瀬（2008），西山（2008）など

があるが，地域移行に焦点を当てて実際のデータ

を用いて分析し，対応策を提示した研究は少ない。

制度的問題点を議論するのであれば，制度を押さ

えた分析をしたうえで課題を見出すことがまずは

必要であると考える。本稿はこのような視点から，

まず第Ⅱ節で，制度で規定されている実際の数値

を用いて，新体系移行が報酬収入にもたらす影響

を分析し，障害者自立支援法の施行当時，収入を

維持するには地域移行が必要であったことを明ら

かにする。続く第Ⅲ節では，地域移行を進めるた

めには対処しておかねばならない課題があったこ

とを指摘し，移行を円滑に進める方法を提示する。

第Ⅳ節は，本稿で展開した内容をまとめたうえで，

残された課題について述べる。

障害者自立支援法が施行されたことにより，そ

れまで入所施設では，昼夜のサービスは一体のも

のとして提供されていたのが，夜の「住まいの場」

と昼の「日中活動の場」とは分けて提供されるこ

ととなった。日中において仕事や余暇活動等を行

う場所と住まいとは別であるべきと主張する

Nirje,B.のノーマライゼーションの原理に沿っ

たものであり，これによって，利用者は住んでい

る施設はもちろん，他の事業所の日中活動サービ

スを選択することも可能となった。障害者自立支

援法による，この新しい施設体系・事業体系は

「新体系」と呼ばれ，それに対して，それまでの

体系は「旧体系」と呼ばれている。

旧体系の障害福祉サービスは，2012年3月まで

に新体系へ移行しなければならないが，厚生労働

省の「障害者自立支援法による障害福祉サービス

移行状況調査」によると，2010年4月1日現在，

知的障害者入所更生施設は44.5％しか新体系へ

移行していない1）。障害者自立支援法が本格施行

したのは，2006年10月1日であるから3年6ヶ月

が経過しており，移行期限も迫っているにも関わ

らず，移行に躊躇している事業者が多いことが窺
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える。その原因として，新体系に移行すると，報

酬収入が減少すると事業者が予測していることが

考えられるため，本節では新体系移行が報酬収入

にもたらす影響を分析する。分析対象は，「最も

激しい打撃を被る知的障害者福祉」〔柴田（2007），

p.15〕のうち，表1のとおり施設数が最も多い知

的障害者更生施設とし，特に地域移行と関わる旧

知的障害者入所更生施設を取り扱う。

旧体系の旧知的障害者入所更生施設は，新体系

に移行すると，「住まいの場」を提供する夜のサー

ビスと，「日中活動の場」を提供する昼のサービ

スとを選択する必要がある。更生施設は，授産施

設と比較して障害程度区分の重い利用者が比較的

多いと考えられるため，夜間のサービスについて

は障害者支援施設における施設入所支援が，昼間

の日中活動事業については生活介護事業が候補に

挙げられる。従って，まずはこれらの事業を取り

上げて分析し，次に多様な事業を組み合わせて，

新旧比較による検証を行うこととする。なお，障

害者自立支援法に基づく制度は，制定後幾度も報

酬単位や費用算定構造等が変更されているため，

本稿では本節以降は特に断らない限り，完全実施

された2006年10月1日時点の状況で考察する。

1 旧知的障害者入所更生施設の報酬収入

旧障害程度区分別利用者数hi(i=A,B,C)を成

分に持つ旧障害程度区分別利用者数ベクトルを

h1（3次元縦ベクトル），施設における定員の各区
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表1 旧法施設の構成割合と新体系への移行状況

旧法施設

H18.9.30 H22.4.1

指定数
構成割合

（％）

新体系

移行数

移行率

（％）

身体障害者療護施設 503 7.2 262 52.1

身体障害者更生施設 106 1.5 74 69.8

身体障害者授産施設 545 7.8 312 57.2

うち，入所授産施設 （202） （2.9） （104） （51.5）

うち，通所授産施設 （343） （4.9） （208） （60.6）

身体障害者小規模通所授産施設 239 3.4 200 83.7

身体障害者福祉工場 34 0.5 23 67.6

知的障害者更生施設 2057 29.5 977 47.5

うち，入所更生施設 （1453） （20.9） （646） （44.5）

うち，通所更生施設 （604） （8.7） （331） （54.8）

知的障害者授産施設 1861 26.7 893 48.0

うち，入所授産施設 （227） （3.3） （80） （35.2）

うち，通所授産施設 （1634） （23.5） （813） （49.8）

知的障害者通勤寮 126 1.8 39 31.0

知的障害者小規模通所授産施設 434 6.2 361 83.2

知的障害者福祉工場 70 1.0 54 77.1

精神障害者生活訓練施設 293 4.2 78 26.6

精神障害者入所授産施設 29 0.4 14 48.3

精神障害者通所授産施設 305 4.4 181 59.3

精神障害者小規模通所授産施設 347 5.0 293 84.4

精神障害者福祉工場 19 0.3 15 78.9

出所）厚生労働省「障害者自立支援法による障害福祉サービス移行状況調査」（2010年）より作成。



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

分について該当すれば“1”，該当しなければ

“0”とする定員区分ダミー変数を成分に持つ定

員区分ダミー変数ベクトルをd1（6次元縦ベクト

ル），旧障害程度区分別定員区分別報酬単位行列

をQ1（3×6行列）とすると，旧知的障害者入所

更生施設の年間報酬収入R1は，一単位の単価を

丙地の10円2），全ての利用者について年間利用日

数を同一のM1（稼働率100％）と仮定した場合，

ただし，

である3）。以下，ベクトルは縦ベクトルで定義し，

右肩のプライム記号は転置を表すものとする。こ

こで，Q1のデータを示しておくと，表2のとおり

である。

2 施設入所支援の報酬収入

施設入所支援該当者の報酬単位については，

表3で示すとおり，平均障害程度区分と重度障害

者割合によって区分される施設入所支援区分と，

定員区分とによって報酬単位が設定されており，

各施設は該当する報酬単位を選択することになる。

選択にあたっては，これらのうち定員は既知であ

るから，平均障害程度区分と重度障害者割合を求

めなければならない。新障害程度区分iに属する

利用者数をni(i=3,4,…,6)4），区分数をi，年間利

用日数をmiとすると，平均障害程度区分αは，

区分6該当の利用者の割合βは，

区分5・6該当の利用者の割合γは，

である5）。

施設入所支援区分は，施設入所支援対象者であっ

て昼間に生活介護を利用する施設入所支援利用者

（以下，利用者1とする）については，（2）（3）

（4）式のα，β，γによって区分I～Xのいずれ

かとなり，昼間に就労継続支援B型を利用する

施設入所支援利用者または，施設入所支援対象者

ではない施設入所支援利用者（以下，利用者2と

する）については，区分VII，X，XIのいずれか

となる6）。そこで，各施設入所支援区分について
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表2 旧障害程度区分別定員区分別報酬単位Q1

（旧知的障害者入所更生施設）

旧障害

程度区分

定員区分

区分1

（10人）

区分2

（11人以上

20人以下）

区分3

（30人以上

40人以下）

区分4

（41人以上

60人以下）

区分5

（61人以上

90人以下）

区分6

（91人以上）

Ａ 1,290 876 827 778 708 637

Ｂ 1,238 850 739 692 623 545

Ｃ 1,187 824 612 531 507 448

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第522号



該当すれば“1”，該当しなければ“0”とする施

設入所支援区分ダミー変数を成分に持つ施設入所

支援区分ダミー変数ベクトルを，利用者1につい

てはδ2,1（11次元縦ベクトル），利用者2について

はδ2,2（11次元縦ベクトル）と表記し，さらに，

施設における定員の各区分について該当すれば

“1”，該当しなければ“0”とする定員区分ダミー

変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベクトルを

d2（4次元縦ベクトル），施設入所支援区分別定員

区分別報酬単位行列（表3）をQ2（11×4行列），

利用者1に属する利用者数をN2,1，利用者2に属す

る利用者数をN2,2とすると，施設入所支援の年間

報酬収入R2は，一単位の単価を丙地の10円，全

ての利用者について年間利用日数を同一の M2

（稼働率100％）と仮定した場合，

である。

3 生活介護の報酬収入

生活介護該当者の報酬単位については，表4で

示すとおり，平均障害程度区分と重度障害者割合

によって区分される生活介護区分と，定員区分と

によって報酬単位が設定されており，各事業者は

該当する報酬単位を選択することになる。選択に

あたっては，これらのうち定員は既知であるから，

（2）（3）（4）式により平均障害程度区分と重度
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表3 施設入所支援区分別定員区分別報酬単位Q2

（施設入所支援）

施設

入所

支援

区分

平均障害程度区分及び重度障害者割合

定員区分

区分1

（40人以下）

区分2

（41人以上

60人以下）

区分3

（61人以上

80人以下）

区分4

（81人以上）

Ⅰ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が60％以上

または平均区分5.5以上
400 309 255 231

Ⅱ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が50％以上60％未満

または平均区分5.3以上5.5未満
381 289 238 214

Ⅲ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％以上50％未満

または平均区分5.1以上5.3未満
359 266 219 195

Ⅳ

平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％未満

または平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が

50％以上または平均区分4.9以上5.1未満

281 214 179 162

Ⅴ
平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％以上

50％未満または平均区分4.7以上4.9未満
270 203 170 153

Ⅵ

平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％未満

または平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が

40％以上または平均区分4.4以上4.7未満

262 195 163 146

Ⅶ
平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

40％未満または平均区分4.1以上4.4未満
256 188 158 141

Ⅷ

平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％未満

または平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

または平均区分3.8以上4.1未満

188 146 127 115

Ⅸ
平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％以上30％未満

または平均区分3.5以上3.8未満
184 141 124 112

Ⅹ 平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％未満 180 138 121 109

XI Ⅰ～Ⅹに該当しない特定旧法受給者 115 99 92 88

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，及び平成18年10月31日厚生労働省通知障発第1031001号



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

障害者割合を求めなければならない7）。生活介護

区分は，施設入所支援対象者である施設入所の生

活介護利用者（以下，利用者1とする）について

は，（2）（3）（4）式のα，β，γによって区分

I～Xのいずれかとなり，施設入所支援対象者で

はない施設入所の生活介護利用者（以下，利用者

2とする）については，区分XIとなる8）。そこで，

各生活介護区分について該当すれば“1”，該当

しなければ“0”とする生活介護区分ダミー変数

を成分に持つ生活介護区分ダミー変数ベクトルを，

利用者1についてはδ3,1（11次元縦ベクトル），利

用者2についてはδ3,2（11次元縦ベクトル）と表

記し，さらに，定員の各区分について該当すれば

“1”，該当しなければ“0”とする定員区分ダミー

変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベクトルを

d3（4次元縦ベクトル），生活介護区分別定員区分

別報酬単位行列（表4）をQ3（11×4行列），利

用者1に属する利用者数をN3,1，利用者2に属する

利用者数をN3,2とすると，生活介護の年間報酬収

入R3は，一単位の単価を丙地の10円，全ての利

用者について年間利用日数を同一のM3（稼働率

100％）と仮定した場合，

である。
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R3＝10M3(N3,1δ'3,1Q3d3+N3,2δ'3,2Q3d3) （6）

表4 生活介護区分別定員区分別報酬単位Q3

（生活介護）

生活

介護

区分

平均障害程度区分及び重度障害者割合

定員区分

区分1

（40人以下）

区分2

（41人以上

60人以下）

区分3

（61人以上

80人以下）

区分4

（81人以上）

Ⅰ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が60％以上

または平均区分5.5以上
1,262 1,232 1,177 1,162

Ⅱ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が50％以上60％未満

または平均区分5.3以上5.5未満
1,119 1,088 1,043 1,029

Ⅲ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％以上50％未満

または平均区分5.1以上5.3未満
955 924 891 877

Ⅳ

平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％未満

または平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が

50％以上または平均区分4.9以上5.1未満

846 817 789 776

Ⅴ
平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％以上

50％未満または平均区分4.7以上4.9未満
770 736 718 704

Ⅵ

平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％未満

または平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が

40％以上または平均区分4.4以上4.7未満

696 667 645 633

Ⅶ
平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

40％未満または平均区分4.1以上4.4未満
650 618 601 588

Ⅷ

平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％未満

または平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

または平均区分3.8以上4.1未満

606 578 564 551

Ⅸ
平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％以上30％未満

または平均区分3.5以上3.8未満
577 546 533 522

Ⅹ 平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％未満 547 515 510 496

XI Ⅰ～Ⅹに該当しない特定旧法受給者 502 473 460 446

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，及び平成18年10月31日厚生労働省通知障発第1031001号



4 移行の影響

以上で各サービスの報酬収入を定義することが

できたので，厚生労働省規定の報酬単位等の実際

のデータを使って，移行による事業者収入への影

響を試算してみよう。旧知的障害者入所更生施設

は，表5のとおり定員50人の施設が最も多い。従っ

て，定員区分は50人とし，さらにその定員を表6の

構成比率を用いて按分すれば，旧障害程度区分別

利用者数ベクトルは，h'1=(hA hB hC)=(39101)

となる。よって，旧知的障害者入所更生施設の収

入は，年間利用日数をM1=365日として（1）式

を解くと，R1=137,944,450円となる9）。次に，新

体系移行後のサービスについてであるが，まずは

夜のサービスである施設入所支援の収入を試算し

てみよう。新障害程度区分別利用者数の構成は，

表6の構成比率を用いて按分すると，(n6 n5 n4

n3 n2 n1)=(97111373)となるから，（2）

（3）（4）式よりα=4.3，β≒0.23，γ=0.40であ

る。従って，M2=365日とすると，年間報酬収入

は（5）式よりR2=35,332,000円となる10）。昼の

サービスである生活介護については，M3=269

日11）とすると，年間報酬収入は（6）式よりR3=

84,492,900円となる12）。よって，施設入所支援

と生活介護事業の年間報酬収入を合計すると，

R2+R3=119,824,900円となる。以上により，新体

系移行することによって，年間報酬収入はR1－

(R2+R3)=18,119,550円の減額となる。

5 シミュレーション

この新体系移行に伴う収入減を回避するには，

多様な事業を組み合わせて，新旧比較による検証

を行う必要がある。表7は，その計算結果をまと

めたものであり，以下，順に説明しよう。まず，

提案されるのは，生活介護事業へ移行させるのは

報酬単位の高い利用者1に属する者のみとし，利

用者2に属する者は他の日中活動事業に振り向け

ることであろう。生活介護事業以外の多機能型の

対象事業のうち，自立訓練や就労移行支援はサー

ビス利用期間が原則2年以内に限定されており，

また，就労継続支援A型は利用者と雇用契約を締

結する事業であるため，ここでは就労継続支援B

型で収入変動を試算してみよう。生活介護の利用

者を利用者1に属する40人とし，残りの10人は就

労継続支援B型を利用させるとすれば以下のとお

りとなる。まず，生活介護事業においては，N3,2=0

であるから，（6）式よりR3=71,769,200円とな

る13）。次に，就労継続支援B型についてであるが，

年間報酬収入R4は，定員の各区分について該当

すれば“1”，該当しなければ“0”とする定員区

分ダミー変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベ
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表5 知的障害者入所更生施設における定員別施設数

30人以下 31～40 41～49 50 51～60 61～70 71～80 81～90 91～100 101人以上

施設数 115 102 38 397 216 149 139 65 75 113

出所）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査報告」より作成。

注）施設数は，経営主体が私営である施設の数値である。

表6 障害程度区分別の構成比率（％）

旧障害程度区分 障害程度区分

区分A 区分B 区分C 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ 非該当

知的障害者入所

更生施設（私営）
77.9 19.4 2.7

新体系移行後 17.6 14.2 21.3 26.0 15.0 5.7 0.3

出所）旧法施設は，厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査報告」より，新体系移行後は，「厚生労働省障害保健福祉関係主管課

長会議資料（平成18年8月24日開催）」より作成。
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クトルをd4（4次元縦ベクトル），定員区分別報

酬単位ベクトルをq4（4次元縦ベクトル），総利

用者数をN4とすると，一単位の単価を丙地の10

円，全ての利用者について年間利用日数を同一の

M4（稼働率100％）と仮定した場合，

と表記される。従って，M4=269日として，表8

で示したq4のデータを用いて（7）式を計算する

と，R4=11,540,100円となる14）。

施設入所支援については，前述のとおりR2=

35,332,000円であるから，施設入所支援，生活

介護，および就労継続支援B型の年間報酬収入を

合計すると，R2+R3+R4=118,641,300円であり，

移行後の収入はR1－(R2+R3+R4)=19,303,150円

の減額となって，事業を組み合わせることによっ

ても移行前の収入を確保できない。

そこで，考えられる方法が地域移行である。す

なわち，「住まいの場」については，障害者支援

施設には障害程度区分の重い者を残すようにして

定員を30名まで減らし15），残りの20名はケアホー

ムおよびグループホームに移すとともに，「日中

活動」については，まず，障害者支援施設の入所

者は生活介護を利用して，ケアホームおよびグルー

プホームの入居者は全員が就労継続支援B型を利

用するようにするのである。以上のような地域移

行を伴うサービスの組み合わせを選択すると，新

体系へ移行することで年間報酬収入を増加させる

ことが可能となる。具体的計算は次のとおりであ

る。まずは障害者支援施設においてであるが，施

設入所支援については，新障害程度区分別利用者

数の構成が (n6 n5 n4 n3)=(97113)である

から，（2）（3）（4）式よりα≒4.7，β=0.30，

γ≒0.53となるので，M2=365日とすると，年間

報酬収入は（5）式よりR2=30,769,500円とな
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表7 事業体系別報酬収入の試算結果

事業体系 報酬収入（円） 移行の影響（円）

移行前 旧知的障害者入所更生施設 137,944,450

移行後

施設入所支援＋生活介護 119,824,900 -18,119,550

施設入所支援＋生活介護＋就労継続支援Ｂ型 118,641,300 -19,303,150

施設入所支援＋生活介護＋共同生活介護＋共同生活援

助＋就労継続支援Ｂ型
140,992,150 3,047,700

表8 区分別報酬単位
（就労継続支援Ｂ型および共同生活介護）

事業 記号 区分 報酬単位

就
労

継
続
支

援

B型

q4

定
員
区
分

区分1（40人以下） 460

区分2（41人以上60人以下） 429

区分3（61人以上80人以下） 420

区分4（81人以上） 406

共
同
生
活
介
護

q5

障
害
程
度
区
分

区分6 444

区分5 353

区分4 300

区分3 273

区分2 210

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号

注）就労継続支援B型の数値は，サービス費（Ⅱ）の報酬単位である。



る16）。生活介護については，M3=269日とすると，

年間報酬収入は（6）式からR3=68,272,200円と

なる17）。

次に，ケアホームおよびグループホームにおい

てであるが，まず共同生活介護の年間報酬収入

R5の算出方法は，新障害程度区分別報酬単位ベク

トルをq5（5次元縦ベクトル）18），新障害程度区

分別利用者数ベクトルをn5（5次元縦ベクトル），

一単位の単価を丙地の10円，全ての利用者につ

いて年間利用日数を同一のM5（稼働率100％）

と仮定した場合，

である。従って，M5=365日として，表8で示し

たq5のデータを用いて（8）式を計算すると，R5=

15,330,000円である19）。

共同生活援助の年間報酬収入については，一単

位の単価を丙地の10円，全ての利用者について

年間利用日数を365日とすると，実利用者数は3

人であるから20），報酬単位171単位を適用すれ

ば21），1,872,450円となる。日中活動としての就

労継続支援B型の年間報酬収入については，M4=

269日とすると，（7）式により，R4=24,748,000

円となる22）。

以上により，障害者支援施設においては，施設

入所支援と生活介護の合計で99,041,700円が得

られ，ケアホームおよびグループホームにおいて

は，共同生活介護，共同生活援助，および就労継

続支援B型の合計で41,950,450円が得られるから，

総額140,992,150円となり，新体系移行によって

3,047,700円の年間報酬収入の増額が可能となる

ことが分かる。

1 地域移行の障害

前節で確認したように，地域移行を伴う多様な

事業の組み合わせを行えば，新体系に移行しても

報酬収入の減少を回避することができる。移行の

期限に直面している事業者は，このように多様な

事業の組み合わせをシミュレーションして収入変

動を試算しているはずであるが，移行が進んでい

ない現状を鑑みると，移行の支障となっている原

因を検討する必要がある。

前節で示したとおり，新障害程度区分の高い入

所者ばかりが占める施設でないかぎり，移行前の

報酬収入を維持するためには，新体系移行は地域

移行を伴ったものでなければならなくなる。障害

者自立支援法における地域移行とは，障害程度区

分の低い者を中心に施設入所者の一部が退所して，

ケアホームやグループホーム等へ移ることを意味

する。ところが，ケアホーム等へ入所者を移す場

合，ケアホーム等の建物を賃貸で確保するのであ

れば，家主の理解が不可欠であるし，それが難し

ければ，事業者は自らケアホーム等の建物を所有

しなければならないという入居先確保の問題が生

じる。さらに，建物は用意できたとしても，賃貸

であれば「家賃」を，事業者所有であれば「減価

償却額相当の居住費」を入居者は負担しなければ

ならなくなり，それらは施設入所者であったなら

ば負担する必要のなかったものであるから，利用

者負担金増加の問題も生じる。新障害程度区分が

低く出たことを理由に，施設退所を迫られて費用

負担の高いケアホームへ移らされるようなことに

なれば，当然に入所者本人もしくは保護者等から

の抵抗や，新障害程度区分と地域移行に対する政

策批判も起こるであろう。経過措置として，新障

害程度区分が低くても施設に残れることになって

はいるが，但しその場合は報酬単位が低いわけで

あるから，報酬収入の減少を避けるためにケアホー

ム等に移したい事業者と，利用者負担金の増加を

避けるために施設に残りたい利用者（あるいは保

護者）との間で合意を得るのが難しくなっており，

地域移行をスムーズに進めにくいのが現状なので

ある。

前節で確認したとおり，障害者自立支援法が完

全実施された時点の報酬単位は，法が理念として

いた地域移行を促すような水準で設定されていた。

言い換えると，地域移行しなければ大幅減収となっ

てしまうような水準で設定されていたのである。

居住の確保という受け皿や，利用者負担の増加と
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いったことへの対策が十分ではない状況で，この

ように新体系へと強制的に移行させようとしたこ

とが，当事者である利用者や事業者の不信を招い

たと考えられる。従って，法施行時において既に

施設に入所していた利用者について，地域移行す

るか否かは当事者の判断を尊重し，施設に居続け

たとしても減収とならないような報酬体系にしてお

くべきだったのではないだろうか。次項では，そのよ

うな報酬単位の設定方法を示したうえで，地域移

行を円滑に進めるための方法について考察する。

2 円滑な地域移行

前節で示したように，旧法施設である旧知的障

害者入所更生施設から，新体系である施設入所支

援および生活介護へと移行すると，収入は

18,119,550円の減額となる23）。これを回避する

には，障害者自立支援法において，どのくらいの

報酬単位を設定しておくべきであったかを考えよ

う。具体的には，本稿の試算において，施設入所

支援の報酬単位である，利用者1の195単位と利

用者2の188単位24），および，生活介護の報酬単

位である，利用者1の667単位と利用者2の473単

位25）を見直さねばならない。

表9における報酬単位比率ベクトルkの各成分

は，施設入所支援の利用者1の報酬単位を基準と

して報酬単位間の比率を計算したものである。こ

こでは，このkを一定として，新体系に移行し

ても最低限，移行前の収入水準は維持されるよう

にするには，どのくらいの報酬単位が必要である

かを求めてみよう。表9に示したとおり26），最低

限，移行前の収入水準は確保できる報酬単位ベク

トルをx*，一単位の単価（10円）×利用者数×

年間利用日数を成分とするベクトルをa，移行

前の年間報酬収入をb（=137,944,450円）とす

ると，求める計算式は（9）式のとおりである。

（9）式における第1の制約式は，新体系移行後

の年間報酬収入が移行前の水準を下回らないこと

を示し，第2の制約式は，実際に規定されている

報酬単位間の比率kを変えないことを示し，第3

の制約式は，x*の成分であるx*i(i=1,2,3,4)

が負の数ではないことを示している。決定変数は，

最低限，移行前の年間報酬収入水準を保証する報

酬単位x*i (i=1,2,3,4)である。（9）式を計

算して得られた結果が，表9に示したx*i(i=1,2,

3,4)の値であり，これによって，各報酬単位を

x*'=(225217767545)に設定していたなら

ば，移行前の年間報酬収入137,944,450円を上回

る137,960,200円を得られていたことが分かる27）。

次に，地域移行を積極的に進めるための対策に

ついて述べておこう。家賃補助はその一つの選択

肢であるが，それでは入居先確保と家賃の発生の

問題は回避できても家主の理解が解決されない。

従って，例えば，老朽化した入所施設の4人部屋

から，新築個室のケアホームへ移るといった大き

な居住環境の変化を事業者が用意できるようにサ

ポートし28），それに伴って発生する居住費等の利

用者負担金の増加に理解を示す利用者に移っても

らう29）といった施策とするのである。そうすれ

ば，入居先確保，家主の理解，居住費（家賃）の

発生の全ての問題は克服され，地域移行はより具

体性を増すであろう。

本稿は，障害者自立支援法のもと，新体系移行

で生じた課題に焦点を当てて考察した。まず，制

度で規定されている実際のデータを用いて分析し

た結果，障害者自立支援法の施行当時は，新体系

移行前の報酬収入の水準を確保するためには，多

様な事業選択を行うとともに，地域移行を進める

ことが必要であったことを明らかにした。施設入

所者が施設入所を人権侵害と感じており，施設を

出ることを希望しているならば，出ることに支障

の無い社会にすべきであるから，地域移行の施策

そのものは評価されてよい。しかし，それを可能

とするには，住むところ（バリアフリーを含む）
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mina'x*－b

s.t.a'x*＞－b

k*=k

x*i＞－0（i=1,2,3,4） （9）

Ⅳ おわりに



の確保，家主の理解，家賃の発生，サービス提供

主体の収入といった解決しなければならない問題

があった。それに対して，法施行当時，これらへ

の対策が十分ではないまま性急に進めたことが，

障害者自立支援法が混乱した一つの原因であった

と考える。それを踏まえ，本稿は，地域移行を円

滑に進めるための対策として，①地域移行を可能

とする社会システムが整備されるまで，施設入所

者が施設に居続けたとしても減収とならないよう

な報酬単位の設定方法，②事業者によるグループ

ホーム・ケアホームの新築整備のサポート，を提

案した。

もっとも，地域移行を進めるうえで対応してお

かねばならないものは，これだけではない。地域

移行してからの，常時の支援体制の確保（グルー

プホーム・ケアホームの職員配置に係るバックアッ

プ体制を含む）や支援の質・内容など，支援の在

り方についても検討が必要である。本稿はこれら

については触れておらず，今後の課題としたい。
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注

1）障害程度区分の低い利用者がより多いと考え

られる，知的障害者入所授産施設では35.2％と，

さらに移行が進んでいない。

2）平成18年9月29日厚生労働省告示第539号

3）本稿における報酬収入の試算においては，分

析の焦点を明確にするために各種加算減算につ

いては捨象している。また，必要な人員基準は

満たされていることを前提としている。

4）施設入所支援は，障害程度区分3以上（50歳

未満は4以上）の者が対象であるが，経過措置

期間中は非該当であっても利用できることになっ

ている。ここでは，障害程度区分3に属する施

設入所者について50歳以上の場合で定義してい

る。

5）平成18年10月31日厚生労働省通知障発第

1031001号

6）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，お

よび平成18年10月31日厚生労働省通知障発第

1031001号

7）施設入所支援併用の生活介護は，障害程度区

分3以上（50歳未満は4以上）の者が対象である

が，経過措置期間中は非該当であっても利用で

きることになっている。

8）注6と同じ。

9）定員区分ダミー変数ベクトルは，d'1=(000

100)である。

10）施設入所支援区分ダミー変数ベクトルは，δ'2,1=

(00000100000)，δ'2,2 =(00000

010000)，定員区分ダミー変数ベクトルは，

d'2=(0100)である。

11）通所利用者の月間利用可能日数は，暦月の実

日数－8日であるから，年換算して，365日－（8

日×12ヶ月）＝269日。

12）生活介護区分ダミー変数ベクトルは，δ'3,1=(0

0000100000)，δ'3,2 =(0000000

0001)，定員区分ダミー変数ベクトルは，d'3=

(0100)である。

13）注5の通知により，複数の日中活動事業を行う

場合，各日中活動事業の利用定員の合計数で定

員区分を決めることになっているため，定員区分

ダミー変数ベクトルはd'3=(0100)である。

14）注13と同様の理由により，定員区分ダミー変

数ベクトルはd'4=(0100)である。

15）平成18年9月29日厚生労働省令第177号によ

り，施設入所支援の定員は30人以上であること

が必要である。

16）施設入所支援区分ダミー変数ベクトルは，δ'2,1=

(00010000000)，定員区分ダミー変

数ベクトルは，d'2=(1000)である。

17）生活介護区分ダミー変数ベクトルは，δ'3,1=(0

0010000000)，定員区分ダミー変数ベ

クトルは，d'3=(1000)である。

18）共同生活介護は，障害程度区分2以上の者が対

象であるから5次元となる。

19）新障害程度区分別利用者数ベクトルはn'5=(0

00107)である。

20）共同生活援助は，障害程度区分1以下の者が対

象である。

21）算定の条件である世話人が配置されているこ

とを前提としている。

22）定員区分ダミー変数ベクトルはd'4=(1000)

である。

23）本稿では，試算する際，移行前の人員配置が

移行後の人員基準を満たしていることを前提と

している。移行により，職員数を増やさねばな

らない場合は，さらに不足額は大きくなる。
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24）195単位は（5）式のδ'2,1Q2d2から，188単位

は（5）式のδ'2,2Q2d2から求められる。

25）667単位は（6）式のδ'3,1Q3d3から，473単位

は（6）式のδ'3,2Q3d3から求められる。

26）aの成分であるai(i=1,2,3,4)は，それぞ

れa1は（5）式の10M2N2,1から，a2は（5）式の

10M2N2,2から，a3は（6）式の10M3N3,1から，a4

は（6）式の10M3N3,2から求められる。

27）225単位×10円×40人×365日＋217単位×

10円×10人×365日+767単位×10円×40人×

269日＋545単位×10円×10人×269日＝

137,960,200円。

28）第一種社会福祉事業である旧法施設は，社会

福祉法第60条により，その経営主体は，行政の

ほかは原則，社会福祉法人である。従って，入

居先確保の施策として，事業者に対して，ケア

ホーム等の建設整備補助を支出しても憲法第89

条には抵触しないため，補助は可能である。

29）ケアハウスにおける「居住に要する費用」の

計算に倣い，「建設整備費から補助金額を差し引

き，それを耐用年数×入居者数で割ったもの」

をケアホームの年間家賃の上限額とすることを

補助の要件とすれば，事業者が入居者から徴収

する家賃を抑えることも可能となる。
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